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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第８６号 

提  出  課 学校教育課 

 

損害賠償の額の決定及び和解について 

（市立小学校 人身事故） 

 

 

１ 事故発生年月日    令和 5 年 9 月 5 日 午後 0 時 25 分頃 

 

２ 事故の発生場所    上越市立小学校（教室内） 

 

３ 和解の相手方    （甲）市内在住 男性 

（乙）市内学校給食調理業務受託事業者 

 

４ 概 要 

年 月 内 容 

令和 5 年 9 月 

・学校管理下である給食の時間、重度の食物アレルギーのある児

童が、食物アレルギーを起こす物質を含んだ給食を食べ、アナ

フィラキシー症状を発症 

＊救急搬送により市内医療機関へ入院 

＊翌日退院し、かかりつけの医療機関を受診 

＊以後、定期的に受診 

令和 5 年 11 月 ・甲側から損害の賠償を求める意向を確認 

令和 5 年 12 月～

令和 6 年 2 月 

・市の代理人弁護士、乙の代理人弁護士及び甲側による任意交渉

を実施 

令和 6 年 3 月 
・乙の代理人弁護士及び甲側から、合意案を了承する旨の回答を

受領 

 

５ 和解の要旨 

⑴ 上越市及び乙は、甲に対し、連帯して、本件事故に関する損害賠償金として、

992,836 円を払うものとする。 

⑵ 上越市、甲及び乙は、本件事故に関し、合意書に定めるもののほかに何らの債権債

務の存しないことを相互に確認する。 

 

６ 和解する理由 

   代理人弁護士による交渉において、上越市及び乙は連帯し、損害賠償の額を

992,836 円とすることで、甲並びに乙と示談を締結する意向を確認したため 

 

７ 今後の手続 

   議決後、速やかに示談する予定 

   ※上越市と乙は、甲に対し、それぞれ 496,418 円を賠償するものとする。 
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会 

関 係 案 件 議案第７８号 

提  出  課 学校教育課 

 

歳出科目（Ｐ22～Ｐ23） 10款 2項 2目 教育振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

小学校教育指導、研究費 142,141 265 142,406 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金         265  報償費                28 

旅費          14 

需用費         223 

 

 

【補正理由】 

国の委託事業として、人権教育研究推進事業の採択を受けたことから、同和教育に係る

公開授業や教職員、児童及び保護者を交えた研修会の開催などを行うための費用を増額す

るもの 

 

【補正内容】 

（歳入） 

項 目 補正前 補正額 補正後 

県支出金 人権教育研究推進事業委託金 0 265 265 

 

（歳出） 

項 目 補正前 補正額 補正後 

報償費 報償金 837 28 865 

旅費 費用弁償 344 14 358 

需用費 
消耗品費 116,148 20 116,168 

印刷製本費 3,104 203 3,307 

合 計 120,433 265 120,698 

 

【事業概要】 

 ・実施校 東本町小学校 

 ・主な委託事業概要  

   同和教育に係る公開授業 5回 

   研修会 3回 

   同和教育に係る資料集作成 
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歳出科目（Ｐ22～Ｐ23） 10款 3項 2目 教育振興費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

中学校教育指導、研究費 9,377 383 9,760 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金         383  報償費                75 

旅費          216 

需用費          92 

 

 

【補正理由】 

国の委託事業として、よりよい生き方を実践する力を育む道徳教育の推進事業の採択を

受けたことから、地域貢献活動の実践に向けたワークショップの実施や先進校への視察な

どを行うための費用を増額するもの 

 

【補正内容】 

（歳入） 

項 目 補正前 補正額 補正後 

県支出金 
よりよい生き方を実践する力を

育む道徳教育の推進事業委託金 
0 383 383 

 

（歳出） 

項 目 補正前 補正額 補正後 

報償費 報償金 245 75 320 

旅費 費用弁償 76 216 292 

需用費 消耗品費 126 92 218 

合 計 447 383 830 

 

【事業概要】 

 ・実施校 柿崎中学校 

 ・主な委託事業概要 

   地域貢献活動の実践に向けたワークショップの実施 2回 

   先進校への視察 

   公開授業・講演会 
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